
≪件名≫ 

相続診断システム活用術 第１４号＿相続人の続柄選択（代襲相続・養子・孫養子・先妻先

夫の子）の注意点 

 

≪本文≫ 

相続診断システム導入企業各位 

（BCC で送信しております） 

 

第１４号では、相続人の続柄選択（代襲相続・養子・孫養子・先妻先夫の子）の注意点を紹

介します。 

 

本システムには法定相続割合を自動計算する機能がありますので、続柄などは正しく選択

する必要がございます。 

注意点を下記にまとめました。 

 

1. 代襲相続人がいる場合の注意点 

代襲相続人の続柄は直系尊属であれば、『代襲 A』～『代襲 E』までありますが、親が

同一の場合はアルファベットを揃えていただく必要があります。 

 

例えば、被相続人の長男が亡くなっており、長男には 3 人の子供がいるとします。 

このとき３人の子供の続柄は全員『代襲 A』を選択します。 

 

 



 

 

2. 養子・孫養子がいる場合の注意点 

相続人に配偶者と養子・孫養子がおり、その養子・孫養子が配偶者と縁組している場合

は、二次の縁組チェック欄の『配偶者と縁組している』にチェックを入れる必要があり

ます。 

チェックを入れることで、その養子・孫養子は二次相続人として扱われ、二次相続税算

出に影響を与えます。 

 

 
 

 

3. 先妻先夫の子がいる場合の注意点 

相続人に配偶者と先妻先夫の子がいる場合は、二次の相続人から除外欄の『前妻の子の

場合等』にチェックを入れる必要があります。 

チェックを入れることで、その先妻先夫の子は二次相続人として扱われなくなります。 

 



 

 

 

続柄などの選択を誤ると、正しい相続税が算出されませんのでご注意ください。 

相続人には様々なケースがございますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い

合わせください。 

 

 

相続診断システムを操作されているご担当者さまへ本メールを転送していただきますよう

お願いいたします。（ご担当者さまへ直接配信してほしい場合は、弊社まで担当者名とメー

ルアドレスをお知らせください） 

 

相続診断システム活用術の配信停止を希望される方は、配信停止するメールアドレスを弊

社までお知らせください。 
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バンカーズ・ビジネス・ソリューションズ株式会社 

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 13-7 大富ビル２階（受付） 

TEL：03-6868-4792 

Mail：bbs.jp@bankers-bs.com 

HP：http://www.bankers-bs.com/ 
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